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2015（平成 27）年 10月 23日

声　明

市民活動の規制につながり、市民との「協働」を否定する
「サポートセンター条例」改正に強く抗議し、撤回を求めます。

特定非営利活動法人　さいたまNPOセンター
代表理事　中村　陽一

　2015（平成 27）年 10月16日にさいたま市議会において「さいたま市市民活動サポートセンター条
例」改正が可決されました。来年度からさいたま市市民活動サポートセンター（以下、サポートセンター）
の「市民と行政による協働管理運営」をやめ、「行政の直営」にするという、「サポートセンター条例改正」
は、行政が「あらたな『管理基準』をつくって、市民活動を監視せよ」という内容です。（注1）

（１）これは「サポートセンターの利用は政府や行政の認めた活動しか利用できない」と市民に圧力をかけ
るようなことであり、まちづくりへの市民参加を規制することにつながります。

（２）また、2004年から市民、ＮＰＯ、ボランティア団体、自治会、行政など多くの方が参加した協働で築き、
利用者そして全国から高い評価を受けているサポートセンターの「さいたま市型協働管理運営」を否
定するものです。

（３）現在の「さいたま市型協働管理運営」は、市民と行政が760日をかけて準備し、約2500日をかけ
て積み上げてきたものですが、議会は、利用団体・登録団体、指定管理者にヒアリングもしないまま、
事実無根の発言をもとに、わずか２日間の審議による条例改正という方法で否定しました。

　開設以来、指定管理者として「協働管理運営」を担ってきたさいたまＮＰＯセンターにとって、とうてい承
服できることではありません。ここに、強く抗議し、条例の撤回を求めます。

●「条例改正」は地域や社会にとって欠かせない自由な市民の活動を規制するものです。

　条例改正を提案したさいたま市議会自由民主党は、「施策の推進を図り、支持し、又は反対を企図した」
市民の活動で、サポートセンターを利用しているのは問題だとしています。（注2）

　社会のあり方を決める議会や行政の施策について、その社会をつくっている市民が意見を述べることは
当然のことであり、政府や行政の「施策」についての市民の開かれた議論と活動は、健全な市民社会にとっ
て大切なものです。
　とくに、近年、市民活動に求められているのは、行政だけでは解決がむずかしい社会的な課題を解決
する役割で、市民が施策に意見を述べ活動することは、むしろおおいに歓迎されるべきことです。

　このような社会における市民活動を支援するための施設は、まず何よりも自由な市民の活動を保障する
ものでなければなりません。もちろん自由な市民の活動のなかには、「特定非営利活動促進法」および「さ
いたま市市民活動及び協働の推進条例」で認められている、政府や行政の「施策」についての賛否の議
論や活動も含まれます。（注3）

　今回の「条例改正」は、こうした市民社会のあり方を真っ向から否定するものです。

さいたま市議会 桶本 大輔 議長
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●利用者からも全国からも高い評価を得てきた「協働管理運営」を否定するものです。 

　さいたま市のサポートセンターは、市民活動を支援する施設であることを大事にしようと、市民自身と行
政がいっしょに管理・運営する「さいたま市型協働管理運営」という運営形態をとってきました。開設以
来8年間、利用者は連日1000人を超え、登録団体は1727団体（2015年 10月15日現在）、利用す
る市民・市民団体はさらに多く、年間利用者は40万人に達しています。「さいたま市型協働管理運営」は、
100団体を超える視察見学がある、全国の市民活動支援施設のモデルとして注目されてきた、さいたま
市が誇るべきものです。
　ところが、2016（平成28）年度からの第３期指定管理者の選定中で、私たちを含めた3つの団体が
選定委員会の選定結果を待っている時期に、さいたま市議会が市民活動サポートセンターを行政の「直営」
にすると決めてしまいました。

　このサポートセンターの運営は、2012年にさいたま市が実施した「指定管理者第三者評価」において
は、すべての項目について最高点というきわめて高い評価を得ています。
　また、さいたま市が毎年実施している「サポートセンター利用者アンケート」によっても好評であり、利
用者の評価・意見を反映させる運営協議会の仕組みをもつ、優れた「協働管理運営」を変更しなければ
ならない理由は見出せません。

　今回のさいたま市議会の「行政がサポートセンターを利用できる団体とできない団体の新たな『管理
基準』をつくるまで、市民活動サポートセンターを行政の直営にする。」という「条例改正」は、「市民活
動とは何かを行政が決め、利用させる市民とさせない市民を行政が選別せよ」ということです。
これは、10年以上の歳月をかけて多くの市民が参加し育んできた、「協働管理運営」の理念を否定する
ことです。

●「条例改正」の理由にあげられた特定の団体の「優先利用」の事実はありません

　この条例改正の提案者のひとりである自民党の青羽健仁議員は10月16日、ＮＨＫテレビの取材に答
えて、「国論や市民の議論を二分するようなテーマを扱っている団体を市民活動として優先利用させている
ところに問題がある」（注４）と語っています。
　私たちさいたまＮＰＯセンターは、指定管理者として、「サポートセンター条例」や「同施行規則」に
もとづいて運営をしています。青羽議員が問題があるとしている「安保法」や「原発」などの施策にかん
して活動する団体も、1727の登録団体のひとつとして、まったく同じ利用条件で、公平・公正に利用し
ています。
　特定の団体への「優先利用」という事実はありません。

●さいたまＮＰＯセンターはとうてい承服できません。強く抗議し、撤回を求めます。

　さいたま市議会がこうした事実誤認を根拠にしたまま、成立させた「サポートセンター条例改正」は、
さいたま市の市民活動と協働の推進に大きな役割を果たしてきたサポートセンターの「協働管理運営」を
否定するものであり、これからのさいたま市の発展の大きな阻害となるものです。
　政治的な施策にかんする市民活動を公共施設から排除し、市民の自由な言論、表現、活動に圧力を
かけ規制することに道をひらきかねない危険なもので、私たちにはとうてい承服できるものではなく、ここ
に強く抗議し、撤回を求めます。
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（注 1）
　2015年 10月16日にさいたま市議会において、自民党
の青羽健仁市議ほか1名の提出した「さいたま市市民活動
サポートセンター条例」の改正を求める議案が自民党・公
明党などの賛成によって可決されました。（賛成：自民・公
明党等　反対：民主改革・共産党等）
　「管理の基準そのほかの必要な事項を定めるまで、平成
28年 4月1日から、指定管理者によるサポートセンターの
管理を行わせない」という内容の「附則」を付けた「市民
活動サポートセンター条例改正案」が10月15日に提出さ
れ、その日の午後の「市民生活委員会」で自民党・公明党
の賛成で採決、翌16日に本会議で、採決されました。

　この議案を提出した自民党の青羽健仁市議は、10月5日
の決算・行政評価特別委員会において、サポートセンター
の登録団体1727（2015年 10月15日現在）のうちの登
録団体12を含む14の団体を「政治活動」をしている団体
として列挙し、サポートセンターを利用しているのは問題だ
と主張しました。
………………………………………………………………
　14団体とは「原発埼玉県民投票準備会」「九条の会・さ
いたま」「北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉の会」
「婦人民主クラブ埼玉支部」「さいたま地区平和運動セン
ター」「かわぐち九条の会」「埼玉保守市民の会」「日朝友
好連帯埼玉県民会議」「「原発」国民投票埼玉賛同人会」「平
和・民主・革新の未来を開くさいたまの会」「民主主義を求
め続けるプロジェクト」「生き証人プロジェクト」（以上、登
録団体）
　「捏造慰安婦問題を糾す日本有志の会」「戦争法案を廃案
に！女たちの会・埼玉」
………………………………………………………………
　なお、さいたま市議会は定員60名。会派構成は、「自由
民主党さいたま市議会議員団（自由民主党）：23名」「民
主改革さいたま市議団（民主改革）：16名」「公明党さいた
ま市議会議員団（公明党）：11名」「日本共産党さいたま
市議会議員団（日本共産党）：8名」「無所属：2名」

（注 2）
「条例改正」に先立つ10月9日の決算・行政評価特別委
員会では、決算の承認に際して、「指定管理者『の管理の下で』
『登録された団体の活動の一部において、政治的な目的に
基づく主張を強く反映した施策の推進をはかり、支持し又は
反対を企図したものが見受けられる』から、『施設管理の基
準その他の必要な事項等の見直しを図』り、『関係条例等の
見直しを含めた措置を早急に講ずることを強く求める』」とし
た「附帯決議 å」が付されて採決されました。（自民党・公
明党：賛成。民主改革：反対。共産党：退席・棄権）。

　この「附帯決議」にある「施策の推進を図り、支持し、
又は反対を企図した」活動は、「さいたま市市民活動及び協
働の推進条例」で、「市民活動から除く活動」に含めていま
せん。

（注 3）
　もともと「さいたま市市民活動サポートセンター条例」は「特
定非営利活動促進法」（ＮＰＯ法）や「さいたま市市民活
動及び協働の推進条例」に基づいてつくられています。
　「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」では「条例
　第２条２項イ」で、市民活動から除く活動を定めていま
すが、「施策の推進を図り、支持し、又は反対を企図した」
活動は、市民活動から除く活動に含めていません。
……………………………………………………………
さいたま市市民活動及び協働の推進条例　第２条２項
（定義）
市民活動
　市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のため
に、自発的かつ自主的に行う非営利で公益的な活動をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化
育成することを目的とする活動
イ　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するこ
とを目的とする活動
ウ　特定の公職（公職選挙法第3条に規定する公職をいう。
以下同じ）の候補者（当該候補になろうとする者を含む。）
若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれ
らに反対することを目的とする活動
………………………………………………………………

（注 4）
逐語的には「いわゆる国論を二分するような、市民の議論
を二分するようなね、テーマを扱ってらっしゃる。そういった
団体を市民活動として優先利用させている所に問題があるだ
ろう」という発言だった。
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2015年10月21日 
2015年10月28日改訂 

 
意 見 表 明 

「市民活動団体による活動を不当に制限しようとする動きへの懸念」 
～さいたま市議会の市民活動サポートセンターに関する条例案可決を発端として～ 

 
 

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター 代表理事  早瀬 昇 
全国のNPO支援センター等の賛同団体一覧を文末に表示 

 
 さいたま市市議会において、10月16日、同市の市民活動サポートセンターを「一部の

団体が政治的な目的で利用している」ことを理由に、指定管理者による運営を停止して、

一時的に市の直営にするとした条例案が可決されました。私たちは、これを市民活動に

対する誤った理解により拙速になされた議決と考え、深い憂慮の念を表明します。 

 さいたま市市民活動サポートセンターは「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」

および「市民活動サポートセンター条例」に基づいて運営されていますが、これら条例

で「市民活動」は次のように定義されています（推進条例２条）。 

市民活動：市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のために、自発的かつ自主的に行う

非営利で公益的な活動をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動 

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第3条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政

党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動 

 これらは、1998年に成立した特定非営利活動促進法（通称NPO法）における特定非

営利活動法人（通称NPO法人）の要件に準ずるものです。ただし、NPO法においては、

上記ア・イを「主たる目的とするものでない」団体であることがNPO法人の要件になっ

ており、この条例における市民活動は、許容される活動の範囲をNPO法人による市民活

動よりも狭く捉えています。その違いは大きいと私たちは考えますが、いずれにせよ、

「政治上の主義」の推進、支持、反対を主たる目的とする（あるいは目的とする）こと

により、市民活動の範疇を逸脱して政治活動とみなされる解釈が成立していると言えます。 

 今回の市議会の決議にいたる過程において、市民活動サポートセンター登録団体のう

ちの一部の団体、正確には約1700の登録団体のうちの14団体が、「政治活動」を行う

団体と名指しされました。しかしながら、そもそも市民活動が「地域又は社会における

課題の発見及び解決のために」行われるものであるとすれば、その活動のなかに政治の
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場面で争点となっているテーマを扱うものが含まれることはごく自然なことです。「政

治上の主義」の推進、支持、反対を主たる目的としない限り、そういった活動は公益的

な市民活動の一部であるということが、NPO法制定以来公式に認められている事実です。

上記条例においても、これを目的としない活動は市民活動であるとして認められていま

す。そのことを決してないがしろにしてはなりません。 

 実際、昨今政治的テーマを扱う市民活動を制限しようとする動きが散見されるように

なってきており、それらにおいては、平和、民主主義、原発・エネルギー問題などのテ

ーマで活動する市民活動団体がやり玉に上がる傾向が見られます。これらを、上記の市

民活動の定義からはずれる「政治活動」と誤解・曲解したうえで、その活動を制限しよ

うというものです。 

 NPO法の逐条解説で知られる『NPO法コンメンタール』（日本評論社刊）において

も、特定非営利活動法人（NPO法人）の政治活動の制限について、「政治上の主義の推

進」に制限がかかっているのに対し、「政治上の施策」すなわち政策提言活動に関して

は制限が加えられていないことに注意を促しています。「政治上の施策」とは、「政治

によって実現しようとする具体的な方策」を指し、「特定非営利活動を行う団体が、

様々な政策提言を行っていくことは当然であるし、重要なことであるとの考え方」にこ

の法律が立脚していることが解説されています。 

 さいたま市市民活動サポートセンターの利用団体には公益法人や任意団体なども含ま

れますから、NPO法の解釈だけで議論できるわけではありません。しかし、NPO法の

制定過程で「政治上の施策」に関わる活動を市民活動から排除すべきではないことが確

認された経緯・理由をふまえることは、自由闊達な市民活動を広げる上で極めて重要だ

と考えます。 

 私たちは、今回の議決を発端に、さいたま市市民活動サポートセンターにおいてNPO
法人をはじめとする市民活動団体の活動が不当に制限されることのないよう要求すると

ともに、これが他地域に悪影響を及ぼすことのないよう、各自治体の市民活動推進担当

者ならびに議会に対し強く要望します。また、市民活動の関係者が、市民活動団体によ

る政策提言活動に不必要な自粛・自主規制を加えることのないよう念願します。 
 

以 上	
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【本意見表明への賛同団体一覧】（敬称略） 

■組織賛同をいただいている団体（2015 年 10 月 28 日現在  46 団体） 

北海道 特定非営利活動法人北海道 NPO サポートセンター 理事長 杉山さかゑ 
岩手県 特定非営利活動法人@リアス NPO サポートセンター 代表理事 鹿野順一 
岩手県 特定非営利活動法人いわて連携復興センター 代表理事 鹿野順一 
宮城県 特定非営利活動法人せんだい・みやぎ NPO センター 代表理事 大滝精一、新川達郎 
宮城県 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる 代表理事 大久保朝江 
秋田県 特定非営利活動法人あきたパートナーシップ 理事長 菅原展子 
山形県 特定非営利活動法人山形創造 NPO 支援ネットワーク 理事長 須藤路子 
山形県 特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミル 代表理事 齋藤和人 
福島県 特定非営利活動法人ふくしま NPO ネットワークセンター 代表理事 牧田 実 
埼玉県 特定非営利活動法人さいたま NPO センター 代表理事 中村陽一 
埼玉県 特定非営利活動法人ハンズオン埼玉 代表理事 伊関友伸 
千葉県 特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 代表理事 牧野昌子 
東京都 特定非営利活動法人 NPO 会計税務専門家ネットワーク 理事長 脇坂誠也 
東京都 特定非営利活動法人おおた市民活動推進機構 代表理事 玉田さとみ 
東京都 特定非営利活動法人子ども NPO・子ども劇場全国センター 代表理事 稲垣秀一 
東京都 特定非営利活動法人市民活動情報センター 代表理事 今瀬政司 
東京都 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 代表理事 鵜尾雅隆 
神奈川県 一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ 代表理事 手塚明美 
神奈川県 特定非営利活動法人藤沢市市民活動推進連絡会 理事長 安 咸子 
新潟県 特定非営利活動法人くびき野 NPO サポートセンター 理事長 内山勇人 
新潟県 特定非営利活動法人新潟 NPO 協会 代表理事 渡邉信子 
富山県 特定非営利活動法人市民活動ネットワークとやま 代表理事 能登貴史 
石川県 特定非営利活動法人いしかわ市民活動ネットワーキングセンター 代表理事 青海康男 
福井県 特定非営利活動法人さばえ NPO サポート 理事長 八田登師男 
岐阜県 特定非営利活動法人可児市 NPO 協会 理事長 山口由美子 
岐阜県 特定非営利活動法人ぎふ NPO センター 理事長 駒宮博男 
静岡県 特定非営利活動法人浜松 NPO ネットワークセンター 代表理事 井ノ上美津恵 
愛知県 特定非営利活動法人パートナーシップサポートセンター 代表理事 岸田眞代 
三重県 特定非営利活動法人みえ NPO ネットワークセンター 代表理事 松井眞理子 
滋賀県 特定非営利活動法人しが NPO センター 代表理事 阿部圭宏 
京都府 おりなす.キャンプ.城陽 代表 長澤とよ海 
大阪府 特定非営利活動法人大阪 NPO センター 代表理事 金井宏実 
大阪府 社会福祉法人大阪ボランティア協会 理事長 牧里毎治 
大阪府 特定非営利活動法人市民ネットすいた 理事長 長谷川美津代 
兵庫県 特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセンター神戸 理事長 中村順子 
兵庫県 特定非営利活動法人市民活動センター神戸 理事長 中田豊一 
兵庫県 特定非営利活動法人シミンズシーズ 代表理事 田中 茂 
和歌山県 特定非営利活動法人わかやま NPO センター 理事長 道本浩司 
岡山県 特定非営利活動法人岡山 NPO センター 代表理事 米良重徳 
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広島県 特定非営利活動法人ひろしま NPO センター 代表理事 安藤周治 
徳島県 特定非営利活動法人市民未来共社 代表理事 島 博司 
愛媛県 特定非営利活動法人えひめリソースセンター 理事長 泉谷 昇 
福岡県 特定非営利活動法人ふくおか NPO センター 代表 古賀桃子 
熊本県 特定非営利活動法人 NPO くまもと 代表理事 松崎景子 
大分県 特定非営利活動法人おおいた NPO デザインセンター 代表理事 山下茎三 
沖縄県 特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく 代表理事 小阪 亘 
 
■代表者個人の賛同をいただいている団体（2015 年 10 月 28 日現在  5 人） 

斉藤雅美（特定非営利活動法人あおもりサポートセンター理事長） 
山田千代子（特定非営利活動法人長野県 NPO センター代表理事） 
山岸秀雄（特定非営利活動法人 NPO サポートセンター理事長） 
伊井野雄二（特定非営利活動法人なばり NPO センター理事長） 
東 朋子（特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット理事長） 
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                                2015年 10月 20日 

 

 さいたま市議会 桶本 大輔 議長  

 

意見表明 

さいたま市議会の市民活動サポートセンターに関する条例案可決について 

 

                        認定 NPO法人市民セクターよこはま 

                           理事長 中 野 し ず よ 

 

横浜市市民活動支援センターの管理運営を担っております認定 NPO法人市民セクターよ 

こはまとして、わたくしたちの経験をもとに、平成 27 年 10 月 16 日のさいたま市議会

における「さいたま市市民活動サポートセンター条例案可決」について、意見を表明します。 

 

【危惧していること】 

 各種メディアの報道によると、今回の条例改正の背景には、「さいたま市市民活動サポー

トセンターを、一部の団体が政治利用している」「登録団体の一部に、政治的な目的に基づ

くものが見受けられる」などということがあるとされています。 

 私たちが危惧しているのは、今回の議決が「政治上の施策の推進」と「政治上の主義の推

進」を混同してなされたのではないか。また、それらと関連して今後、「政治上の施策」に

関わる活動団体が排除されてしまうのではないか。の２点についてです。 

 

【「政治上の施策の推進」についての基本的考え方】 

特定非営利活動促進法第２条においては、特定非営利活動法人についての規定がされて

おり、同条第２項第２号においては、「その行う活動が次のいずれにも該当する団体であ

ること」の１つとして、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主

たる目的とするものでないこと」と規定されています。 

これを定めた趣旨に関して、「NPO法コンメンタール（日本評論社）」では、「特定非営利

活動を行う団体が、様々な政策提言を行っていくことは当然であるし、重要なことである

との考え方から、『政治上の施策』の推進等に関しては、敢えてこれを法文から除外し、

法人が自由に行えるようにしたわけである。」と記されています。 

つまり、特定非営利活動促進法では、「政治上の主義の推進」は制限するものの、「政治

上の施策の推進」については、除外しないこととしています。 

 

【横浜市における判断基準】 

 政治活動を判断する基準としては、横浜市市民協働条例第５条第２号において、「政治上
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の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動」を、同第３号では、

「特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第３条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を

推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動」を除くこととしています。 

 

条例の解釈については、所管部署が作成した「横浜市市民協働条例の解釈・運用の手引き」

があり、以下のように記載されています。 

○この条例でいう政治活動とは、「政治上の主義を推進し、支持又はこれに反対すること

を目的とする活動」をいいます。ここでいう政治上の主義とは、政治によって実現しよ

うとする基本的、恒常的、一般的な原理や原則を示すもので、例えば、自由主義、民主

主義、資本主義、社会主義、共産主義などがこれにあたります。  

具体的には、政治上の主義の普及宣伝行為として行う時局講演会及び開催告知のポ

スター、看板の掲示等が政治活動に該当すると考えられます。ここでは、ＮＰＯ法同様、

政治資金規正法で言う「（政治上の）施策」は含めてはいません。したがって、政策提

言など政治によって実現しようとする具体的な施策推進などの活動については市民公

益活動になると考えられます。 

 

【判断基準をもとにした実際の運用】 

わたくしたちも平成 21年度から横浜市市民活動支援センターを運営しており、平成 25年

度からは、横浜市と協働契約を締結し、何か問題があれば、ともに考える姿勢で、協働によ

る管理運営を行っております。 

上記に記しましたように、横浜市においても、「政治上の主義の推進」は制限するものの、

「政治上の施策の推進」については、除外しないこととしており、活動団体の利用登録に際

しては、条例を示し、センター内では「政治上の主義の推進に関する活動」を行うことがで

きない旨をお伝えし、了解を得るようにしています。 

 

この 7年の間には、政治活動と市民活動の問題に関して、判断が必要な場面が数件ありま

した。その際、登録を希望する団体やチラシの配架を希望する団体等とは、条例とその解釈

を伝え、また根拠となる書類等の提出や聞き取り、およびインターネットからの情報収集な

どによる事実確認を行うことで、相互理解を深めてきました。登録後も、範囲を超えた使い

方に気付いた際には、ご指摘もしますが、はじめに確認ができていることなので、話し合う

ことで、ご理解いただいております。 

 

【全国の公設民営、公設公営施設への影響】 

さいたま市の条例でも、当該部分について、横浜市の条例とほぼ同様の条文となってお

り、指定管理者である、さいたま NPOセンターにより「政治上の主義の推進」と「政治上
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の施策の推進」の違いを踏まえた運営が行われていると承知しております。 

こうした中、指定管理者へのヒアリングなどのプロセスを経ず、「さいたま市市民活動

サポートセンターの適切な管理運営の確保を求める決議」が議決されたことに、違和感を

覚えるとともに深く憂慮しています。 

そして、同時に、全国の公設民営・公設公営の市民活動支援センターへの波及につい

て、とても心配しています。 

今後、市民活動と政治活動の関係を関連法である特定非営利活動促進法などにも照らし

ながら、公正に整理されることを願っています。 
そして、市民活動と議会との関係が良好に機能することを願っています。 
                                       

以上        
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さいたま市議会 桶本 大輔 議長 

抗議文 

 

 平成 27年 10月 16日のさいたま市議会で「さいたま市市民活動サポートセンター条例」が

改正され、来年度から指定管理者制度をとりやめ、市が直営で運営することが決定されまし

た。その理由は 14団体が「政治活動」を行っており、登録団体としてふさわしくなく、それ

らの活動を許している指定管理者は問題であるという指摘が根拠になっています。 

 貴議会は、議会で議論していることを市民活動団体がとりあげること自体が「政治活動」で

あるという一部議員の意見を根拠にして今回の議決に至りました。この考え方からすると、ま

ちづくりや環境保全、福祉活動などほぼ全ての領域の市民活動が「政治活動」となってしまい

ます。そういった解釈のもと提案され、貴議会が議決された内容は、市民活動の発展を阻害す

るものでしかありません。加えて、市民活動団体が市議会に請願を行ったことをも「政治活

動」と解され、問題視されていること自体にも驚きと強い疑念を抱いています。 

 以上の理由から私たち、きょうと NPOセンターは、今回のさいたま市議会の議決に対して強

く抗議します。 

 本来、政治と市民活動は密接な関係にあるものです。地域の課題解決には議会とのパートナ

ーシップが重要ですし、政策提言も重要な市民活動の機能であり役割です。その中で、当然、

原発推進を主張する団体があってもいいですし、反対を主張し取り組みを進める団体があって

もいい。同じように安保賛成、反対双方の団体があっていいと考えます。そのような多様性と

議論の保障は市民社会にとって不可欠です。闊達な地域での多様な活動を萎縮させることにつ

ながる、今回の議決に強い危機感と怒りを覚えます。万事公論に決すべき熟議のための議会制

度の破壊そのものといえます。議会自らがそうしたことをしてはいけません。 

 私たちも平成 15年から京都市市民活動総合センターを運営してまいりました。指定管理者

として、高い倫理観と志をもち、市民社会の成熟と市民サービスの向上に誇りと情熱をもって

取り組んで来たと自負しています。 

 この 12年間で政治活動と市民活動の問題に関して、同様の指摘を受けたことも数度ありま

す。しかし、その度に指摘して頂いた方と、話し合いを基調とする努力で相互の理解を深め乗

り越えてきました。運営上の課題があるのなら指定管理者制度の枠内においてまずは解決すべ

きです。ルールを勝手につくりかえるべきではありません。 

 今回の議決は遺憾の極みであり、市民活動を支え、市民社会の発展に努力してきた立場とし

て看過できません。私たちは、本質を踏まえた議論が再び貴議会で真摯に行われ、市民活動と

政治活動の関係を的確に整理されることを強く望みます。その上で、市民活動と議会とのパー

トナーシップが健全に機能することを願っています。 

 

平成 27年 10月 16日 

特定非営利活動法人 きょうとＮＰＯセンター 

 理事長 中村 正 
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資料10　関連法規集
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資料10関連法規集サポセン条例
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資料10管理運営要領「
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資料11マスコミ掲載資料
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